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資料３

居宅介護支援事業

福祉部 高齢者支援課
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１ 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証は、より利用者の意向や

状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資す

ることを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を

行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 38号）に位置付け
られた仕組みです。

この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありませんのでご

理解いただきますようお願い申し上げます。

(1) 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出

について

区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつその利用サービスに占める訪

問介護の割合が高いケアプランのうち、市が指定するものについて、介護支援

専門員は市への届出が必要となります。

① 対象となるプラン

ア 居宅介護支援事業所を抽出する要件居宅介護支援事業所ごとに見て、

(ｱ) 区分支給限度基準額の利用割合が７割以上

かつ

(ｲ) その利用サービスの６割以上が「訪問介護サービス」

イ 該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和３年１０月１

日以降に作成または変更したケアプランのうち、市が指定するもの。

② 届出が必要なケアプランの連絡および届出の期限

居宅介護支援事業所に個別に通知

③ 提出を求める書類

ア 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届

出書（兼理由書）

イ 居宅サービス計画書「第１表」～「第７表」

ウ 訪問介護計画書

エ 基本情報（フェイスシート）

オ 課題分析票（アセスメントシート）

④ 検証の流れ及び事務手順

ア 市が、該当する居宅介護支援事業所に対象ケアプラン等の届出を求

めます。



24

イ 居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランの訪問介護を必要と

する妥当性について詳細に記載した後、市に「上記③提出を求める書類

一式」に記載の書類を提出してください。

ウ 市は届出のあったケアプランについて検証会議を行います

エ 市は検証結果について対象事業所に通知します。

オ 検証した結果、ケアプランの見直しが必要であるとされた場合、居宅

介護支援事業所は検証対象のケアプランの再検討を行い、指定された

期日までにケアプランの再提出をしてください。

(2) 高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検について

令和３年 10 月１日以降に作成または変更したケアプランのうち、サービス

付き高齢者向け住宅等（未届けの住宅型有料老人ホームも含む）に居住するも

のでケアプランの区分支給限度基準額の利用割合が高い場合に居宅介護支援

事業所を抽出し、点検・検証する仕組みが導入されました。

① 居宅介護支援事業所を抽出する要件

ア 区分支給限度基準額の利用割合が７割以上

かつ

イ 市の指定したサービス種類が利用サービスの６割以上

② 提出が必要なケアプランの連絡

居宅介護支援事業所に個別に通知

【参考】

●介護保険最新情報 Vol.1009

「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について」

２ 介護給付適正化の取組について

(1) 短期入所サービスの認定有効期間の半数を超える利用について

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護及び短期入所

療養介護を位置付ける場合にあっては、「利用する日数が要介護認定の有効

期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とされていま

す。

しかし、利用者の心身の状況及び本人または家族等の意向に照らし、短期

入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回

る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能と

なります。
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短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える居

宅サービス計画を作成する場合は、事前に高齢者支援課に必要書類を提出

してください。

① 提出物について

ア 短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書

（第 1号様式）

イ 居宅サービス計画書第１～３表（利用者の同意があるもの）

ウ サービス担当者会議の要点

エ サービス利用票、サービス利用票別表（直近３カ月分及び次月分）

② 提出時期について

居宅サービス計画において、短期入所サービスがおおむね半数を超える

利用を位置付ける必要が生じたとき。

③ 留意事項

利用者の心身の状況等を踏まえ、利用者の居宅における自立した日常生

活の維持につながるよう十分に留意し、必要最低限にとどめてください。

また、介護保険施設に入所申込みをしていない場合は、申込みを検討す

るなど必要な援助を行い、短期入所サービスの認定有効期間の概ね半数

を超える利用の早期解消に努めてください。

なお、認定有効期間終了までに書類の提出がされなかった場合や、提出

された理由書において必要性が確認できなかった場合、保険給付の返還

対象となる場合がありますのでご注意ください。

【参考】

●指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13 条第 21

（平成 11 年３月 31 日厚生省令第 38 号）

●指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について第２の３（7）

㉑（平成 11 年７月 29 日老企第 22 号）

３ 要介護・要支援認定 要介護・要支援更新認定等申請について

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る有効期間の取扱いについて

令和４年 10 月 14 日付けの厚生労働省老健局老人保険課事務連絡におい

て、「令和２年より実施してきた、「臨時的な取り扱い」（12 か月自動延長）

について、有効期間満了日が令和５年 3月 31 日までの被保険者に限り適用

できることとし、令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までに有効期間

満了を迎える被保険者については市町村判断で「臨時的な取り扱い」を適用

することは差し支えない。」と通知されました。
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野田市では、新型コロナウイルス感染症がいまだ蔓延していることを受

け、令和６年３月 31 日までに有効期間満了日を迎える被保険者については

「臨時的な取り扱い」を継続することと致しました。

(2) 更新申請および、区分変更申請の受付開始日について

更新申請は、有効期間満了日の 60 日前から受付、区分変更申請について

は、随時受付をしていますが、1日付で区分変更申請を行う場合で 1日が、

休日に当たる場合は、その前日（直前の営業日）に 1日付けで受付をしま

す。

(3) 申請書のダウンロードについて

令和４年４月１日より、「要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要

支援更新認定申請書」「要介護認定変更申請書」の様式が変更となり、ご対

応をいただいているところです。

申請書については、ホームページより様式をダウンロードしていただけま

す。当初は PDF版のみの提供でしたが、ワード版も作成いたしました。確
認表につきましては、申請書と一緒に印刷されるようになっております。ま

た、問診票についても同じ場所からダウンロードできるようにいたしまし

たのでご利用ください。

４ 管理者要件に係る経過措置期間の延長について

（1） 管理者要件に係る経過措置期間の延長

令和３年３月 31 日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない事業所

について、その方が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員

とする要件の経過措置期間が令和９年３月31日まで延長となっております。

令和９年３月 31 日までの間に退職等により管理者が変わる場合は、新た

に管理者となる方は主任介護支援専門員である必要があります。

（2） 管理者要件の臨時的な取扱いについて

令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介

護支援専門員であることとされていますが、主任介護支援専門員の確保が

著しく困難である等やむを得ない理由があり、市が認めた場合については、

管理者を介護支援専門員とすることが可能となりました。この場合、主任介

護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のため

の計画書を市に届出てください。

【参考】
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●厚生労働省ホームページ：居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議

報告

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08463.html

野田市ホームページ：居宅介護支援事業所管理者の人員基準について

ページ番号：1030635

https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/hoken/1030635.html

５ 野田市ケアマネジメントに関する基本方針

介護支援専門員は介護保険法並びに関係法令等を遵守し、制度全般の専門的

な知識と利用者への深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを目的

としたケアマネジメントを行う必要があります。

この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を市と介護支援専

門員で共有することを目的として「野田市ケアマネジメントに関する基本方針」

を策定しました。

居宅介護支援事業所におかれましては、本基本方針の内容を踏まえ、ケアマネ

ジメントを実施していただきますようお願いします。

【参考】

●野田市ホームページ：居宅介護支援事業者向け ページ番号：1016747

https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/hoken/1016747.html

６ 訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの検証について

平成 30 年 10 月から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数

が基準回数を超える居宅サービス計画について、介護支援専門員は市への届出

が必要となっています。

（1） 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護（生活援助中心型サービス）の回数（１月当たり）

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を

行う場合（生活援助加算）の回数を含みません。

（2） 届出の時期及び期限

上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日まで

に高齢者支援課に届け出てください。

【参考】

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基準回数 27回 34回 43回 38回 31回
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●野田市ホームページ：居宅介護支援事業者向け ページ番号：1016747

https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/hoken/1016747.html

７ 特定事業所集中減算の届出について

指定居宅介護支援事業所において前６か月間に作成した居宅サービス計画に

位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以

下「訪問介護サービス等」という。）の提供総数のうち、同一の訪問介護サービ

ス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が 100 分の 80を超えて

いる場合には、届出が必要となります。（※正当な理由の有無によらず、100 分

の 80 を超える場合には、届出が必要になりますので、ご注意ください。）

なお、正当な理由がなく 100 分の 80 を超えている場合には、特定事業所集中

減算として、１月につき 200 単位を所定単位数から減算されることとなります。

当該届出の詳細や届出様式等については、野田市ホームページに掲載してお

りますので、ご確認お願いいたします。

【参考】

●野田市ホームページ：居宅介護支援事業者向け ページ番号：1016747

https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/fukushi/hoken/1016747.html

８ 運営基準減算について

令和３年度の介護保険制度改正により，居宅介護支援事業所の運営基準減算

に該当する要件が追加されています。

（1） 利用者に対し説明すべき事項の概要

以下について説明し、理解を得ることが必要です。なお、その際には文書

の交付に加え、口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、理解したことにつ

いても署名を得る必要があります。

① 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着

型通所介護（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居

宅サービス計画の数が占める割合

② 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居

区分 判定期間 提出期限 減算適用期間

前期 3月から 8月 9月 15日 10月から翌年 3月
後期 9月から 2月 3月 15日 4月から 9月
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宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供され

たものが占める割合

（2） 前６月間の期間

① 前期（３月１日から８月末日）

② 後期（９月１日から２月末日）

（3） 重要事項説明書への記載例

【参考】

●介護保険最新情報 Vol.952

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）

９ 逓減制の見直し

令和３年４月１日の介護報酬改定において、適切なケアマネジメントの実施

を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、介護支援専門員１人当たりの取扱

件数が 40 件以上の場合 40 件目から、60 件以上の場合 60 件目からそれぞれ評価

が低くなる逓減制において、一定の ICT（AI を含む）の活用又は事務職員の配置

を行っている事業者については、逓減制の適用（居宅介護支援費（Ⅱ）の適用）

を 45 件以上の部分からとする見直しが行われました。その際、この取扱いを行
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う場合の逓減率（居宅介護支援（Ⅱ）及び（Ⅲ）の単位数）について、メリハリ

をつけた設定とする見直しが行われています。

※取扱件数について

〔1 か月当たりの居宅介護支援の利用者数+(介護予防支援事業者から委託を

受けて行う介護予防支援の利用者数×1/2)〕÷常勤換算方法により算出した

介護支援専門員の員数〕

10 特定事業所加算について

（1） 趣旨について

特定事業所加算は、次の①②により、質の高いケアマネジメントを実施し

ている事業所を評価し、地域全体における居宅介護支援事業所のケアマネ

ジメントの質の向上を図る加算です。主な算定要件は下表の通りです。

① 中重度者や支援困難ケースへの積極的支援。

② 専門性の高い人材を確保、医療・介護連携への積極的な取組の総合的な

実施。
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（2） 基本的取扱方針について

特定事業所加算の対象となる事業所は、次の方針を踏まえ、趣旨に合致し

た適切な運用を図ることが必要です。

① 公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業

所である。

② モデル的な居宅介護支援事業所（※１）である。

（※１）常勤・専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、

どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている

事業所。

（３） 厚生労働大臣が定める基準の具体的運用方針について（抜粋）

該当箇所 運用方針

③ 利用者に関する情報やサ

ービス提供の留意事項等の伝

達のための会議を定期的に開

催（テレビ電話装置等を活用し

て行うことも可）。

会議は次の要件を満たすものでなければな

らない。

（１）議題には少なくとも次の内容を含め

る。

①現に抱える処遇困難ケースについての具

体的な処遇方針

②過去に取り扱ったケースについての問題

点・改善方法

③地域における事業者や活用できる社会資

源の状況

④保健医療及び福祉に関する諸制度

⑤ケアマネジメントに関する技術

⑥利用者から苦情があった場合は、その内

容・改善方針

⑦その他必要な事項

（２）議事については記録を作成し、保存す

ること。

（３）「定期的」とは、おおむね週１回以上。

④ 24 時間連絡体制を確保
し、かつ、必要に応じて利用者

等の相談に対応する体制を確

保。（加算（Ａ）においては携帯

電話等の転送による対応等も

可）

（１）常時、担当者が携帯電話等で連絡をと

ることができる。

（２）必要に応じて相談に応じることが可能

な体制をとる。

（３）輪番制による対応も可能。

⑤ 算定月の利用者総数のう （１）毎月その割合を記録しておく。
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ち要介護３～５の者の占める

割合が 40％以上。
（２）こうした割合を満たすだけでなく、常

に積極的に支援困難ケースを受け入れるべ

きもの。

（３）⑦の基準に該当する場合、例外的に枠

外（要介護３～５の者の割合の対象外）とし

て取り扱う

⑥ 指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員に対して計

画的に研修を実施。（加算（Ａ）

においては他事業所との共同

開催による研修実施も可）

（１）介護支援専門員の資質向上のための研

修体系と研修実施のための勤務体制の確保

に努める。

（２）個別具体的な研修の目標、内容、期間、

時期等についての計画は次年度前までに定

める。

（３）管理者は研修目標の達成状況について

適宜確認し、必要に応じて改善措置を講じ

る。

（４）年度途中で加算取得の届出をする場

合、計画は届出を行うまでに策定すればよ

い。

⑦ 地域包括支援センターか

ら困難な事例を紹介された場

合でも、その者に対して指定居

宅介護支援を提供

特定事業所加算算定事業所は、自ら積極的に

支援困難ケースを受け入れるものでなけれ

ばならない。

そのために常に地域包括支援センターとの

連携を図る。

⑨ 居宅介護支援費の運営基

準減算又は特定事業所集中減

算の適用を受けていない。

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の

適用になっていないのみならず、中立公正を

確保し、実質的にサービス提供事業者からの

独立性を確保した事業所。

⑩ 居宅介護支援を受ける利

用者数が介護支援専門員１人

当たり 40人未満。

原則として事業所単位で平均して介護支援

専門員１人当たり 40人未満であればよい。
ただし、不当に特定の者に偏る等により適切

なケアマネジメントに支障が出ないよう配

慮。

⑪ 介護支援専門員実務研修

における科目「ケアマネジメン

トの基礎技術に関する実習」等

に協力しているか、又は協力体

現に研修で実習等の受入が行われている場

合に限らず、受入可能な体制が整っている。

研修の実施主体との間で受入同意について

書面で提示できるようにする。
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（4）手続
特定事業所加算を取得した事業所は、次のように記録の作成・保管を行うこ

とが必要です。

① 毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を作成すること。

② その記録を保存。

③ 市長から求めがあった場合は、その記録を提出する。

【参考】

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居
宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成
12年 3月 1日 老企第 36号) 第３の１１

制を確保。（加算（Ａ）において

は他事業所と共同による協力

及び協力体制も可）

⑫ 他法人が運営する指定居

宅介護支援事業者と共同で事

例検討会、研修会等を実施。（加

算（Ａ）においては他事業所と

の協力による研修会等の実施

も可）

（１）同一法人内に留まらず、他の法人が運

営する事業所の職員も参画した事例検討会

等の取組を、自ら率先して実施。

（２）事例検討会等の内容、実施時期、共同

で実施する他事業所等については、毎年度少

なくとも年度内に次年度の計画を策定。

（３）年度の途中で加算取得の届出をする場

合は、届出を行うまでに当該計画を策定。

⑬ 必要に応じて多様な主体

等が提供するサービスが包括

的に提供されている

多様な主体により提供される利用者の日常

生活全般を支援するサービスとは、介護保険

の給付対象以外の保健医療サービス又は福

祉サービス、当該地域の住民による自発的な

活動によるサービス等のことをいう。

その他 （１）介護保険法に基づく情報公表を行う。

（２）特定事業所加算取得事業所であること

を積極的に表示し、情報提供を行う。

（３）利用者に対して、特定事業所加算取得

事業所である旨及びその内容が理解できる

よう説明を行う。


